
兵庫県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。 

  令和８年２月１７日 

兵庫県後期高齢者医療広域連合長 酒 井 隆 明   

兵庫県後期高齢者医療広域連合条例第２号 

兵庫県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例の一部を改正する   

条例 

 兵庫県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例（平成１９年兵庫県後期高齢

者医療広域連合条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

第１条の見出しを「（趣旨）」に改め、同条第１項中「昭和２２年法律第６７号）」の

次に「第２９２条において準用する同法」を加え、「（以下「広域連合」という。）」を

削り、「等」を「及び職員以外の者（以下「職員等」という。）」に、「関して」を「関

し」に、「ことを目的」を「もの」に改め、同条第２項中「職員及び職員以外の者」を

「職員等」に改める。 

第２条及び第３条を次のように改める。 

（準用） 

第２条 職員等に対し支給する旅費は、旅費条例（昭和２７年神戸市条例第４５号。以下

「神戸市旅費条例」という。）、旅費条例施行細則（昭和２７年神戸市規則第７６号）

及び市長の事務部局の職員の旅費取扱規程（昭和２７年神戸市訓令甲第１０号）の規定

を準用する。 

（職員等の級） 

第３条 神戸市旅費条例別表に対応する職員等の級は、次のとおりとする。 

(1) 事務局長 ２級 

(2) 事務局次長 ３級 

(3) 上記以外の者 ４級 

第４条から第２１条までを削り、第２２条を第４条とする。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 


